
 

平成１６年８月１０日 
農林水産省 

農事組合法人に関する照会について  

 農事組合法人は、農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）の規定に基づき設立
される農業を共同で営むための法人です。 
 近時、農事組合法人について、所管都道府県などから違法行為の照会が多く寄せられ
ています。このことから、農業者をはじめ国民の皆様方へ別添のとおり[PDF]農事組合法
人制度についての周知を図るとともに注意喚起をいたします。 
 
 
 
 
  

連絡・問い合わせ先 
 経営局協同組織課 
    経営・組織対策室 
           濱岡、日向 
 代表：(03)3502-8111（内線4368） 
 直通：(03)3502-3017 



（別添）

は、農業を共同で営むための法人です。

　◆　農民３名以上が発起人
　◆　行うことができる事業は、
　　　 ・　農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
　　 　・　農業の経営（併せ行う林業の経営）
　　　 ・　これらの事業に附帯する事業
　　に限定されています。
　　　【注意】　農事組合法人は、

　　　　　　　　 「社会福祉事業」、「産業廃棄物処理」、「リサイクル業」、「水産業」、「コンサルタント」、

　　　　　　　　 「医薬品等の販売」、「農薬の製造、販売」、「ビル管理」、「外国人研修生の受入れ」

　　　　　　　　等の事業を行うことはできません。

　◆　設立登記が必要（登録免許税は無税）

　◆　法人成立後において行政庁（都道府県又は国）への届出

　　　（許認可制ではない）

　◆　加入脱退は自由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（根拠法：農業協同組合法）

御注意下さい！

　◆　農民でない者が発起人となって設立することはできますか。

　◆　成立後行政庁への届出がないが、どう指導すればいいですか。

　◆　農事組合法人が社会福祉事業などの事業を行うことはできますか。

　◆　農事組合法人の設立に当たり、「農林水産省から福祉事業に補助金が出

　　る」とウソを言われたり、「数百万円かかる」 などと言われたが、本当ですか。

　　　　こうしたケースは、

行政庁による報告徴求命令、検査、

業務改善命令、解散命令、過料の制裁

　　　などの対象となります。

問い合わせ先：農林水産省経営局協同組織課　経営・組織対策室　(03)3502-3017（直通）



最近寄せられた情報から

●「農業法人助成金」と称し、農業法人の設立に当たって、あたかも農林
水産省が助成金を交付するかのような文書（別紙１）が配布されている。

●中小企業の経営者や農業者等に対して、「生産振興総合対策事業」や
実在しない補助事業名等（例「生産振興統合統合対策事業」）を用いて「国の
補助事業を利用するためには、法人の設立が必要」と持ちかけるケース
（別紙２）が発生している。

・農林水産省としては農業経営の法人化を推進して
いますが、「農業法人助成金」という名称の補助金は
実在しません。
・農業法人を設立すれば、必ず補助事業が利用で
きるとは限りません。

☆ 実在しない助成金や補助事業、又は、これらに類する文

書を配布して法人の設立を持ちかけられた場合、あるいは、

不審に思われた場合は、農林水産省へご相談ください。

ご注意ください

問い合わせ先 ： 農林水産省経営局経営政策課 農業法人担当 （０３）３５０１－３７４２（直通）






